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里 親 誓 約 書 
一般社団法人日本チンチラ協会 殿 

名前（仮名）  性別 ☐オス ・ ☐メス 

種 類  カラー  

生年月日  不妊手術 ☐未 ・ ☐済 

その他  

 

私は、一般社団法人日本チンチラ協会を介して譲渡された上記のチンチラについて、以下の事項を誓約いたします。 

 

1. 私の家族および同居人は、このチンチラを飼うことに全員が同意しており、またチンチラの飼育に支障がある

環境ではありません。 

2. このチンチラを家族の一員として大切にし、適切な牧草・ペレット・水を与え、運動の機会を欠かさず設け、 

健康管理に努めます。 

また、生涯にわたって責任を持ち、このチンチラが幸せな一生を送れるよう努めることをお約束します。 

3. チンチラを診察できる動物病院をあらかじめ把握し、日頃から健康管理に努めるとともに、可能な範囲で 

定期的な健康診断を行います。また、体調不良や異変が見られた際には、速やかに受診し、必要な検査・治療

を受けさせることをお約束します。 

4. 経済的な理由で飼育が疎かになったり、冷暖房を制限して、チンチラの飼育に適した気温・湿度で生活できな

い状況にはいたしません。 

5. チンチラが心身ともに健やかに過ごせるよう日常の環境に配慮し、治療等でやむを得ない場合を除き、 

意図的にストレス・恐怖・不安を与えることのないよう努めます。 

6. 動物の愛護および管理に関する法律や関連法令を遵守し、模範的な飼い主として常に努力します。 

7. 万が一、譲り受けたチンチラにやむを得ない事態が発生した場合には、速やかに適切な対応をし、責任を 

持って対処し、チンチラが不幸にならないよう努めます。 

8. 譲渡日から 1 ヶ月後、3 ヶ月後、6 ヶ月後、1 年後に、チンチラの状況報告と、日付が確認できる媒体（例：新聞

や、テレビの時刻画面など）と一緒に映った写真を、協会指定の連絡先へ提出します。 

9. 譲渡後に発生する問題やトラブルについては、ご自身の責任において解決に努め、協会や関係者へ責任転嫁

をしたり、過度な対応を求めたりすることはいたしません。 

10. 譲渡を受ける際には、譲り受けるチンチラの保護にかかった費用の一部として、譲渡手数料を負担いたします。 

 

上記の項目に違反したと協会が判断した場合、協会の意向および指示に全面的に従います。 

以上の内容を誓約いたします。 

誓約(譲渡)日：       年    月    日 

 

※誓約日から二週間はトライアル期間となります。二週間のトライアルの間に困った事や不安などがあれば、すぐにご相談下さい。 

問題がなければ、その後、正式な里親となります。【連絡先：support@chinchilla.or.jp】 

 

氏名 ㊞  電話 （       ）     - 

住所 
〒      - 

  

 

（協会使用欄） ※記入後、コピーもしくは写真等で控えをお渡しする。 

備考 

 

□本人確認書類（運転免許証・パスポート・保険証・マイナンバーカード・他） 

1 ヶ月後 3 ヶ月後 6 ヶ月後 1 年後 

/ / / / 


